
大和市告示第８１号 

大和市生きがいづくりバス借上料助成要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和７年３月２８日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市生きがいづくりバス借上料助成要綱の一部を改正する要綱 

大和市生きがいづくりバス借上料助成要綱（平成２６年大和市告示第５２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「ついて」の次に「、大和市補助金交付規則（昭和４２年大和市規則第２１号）に定め

るもののほか」を加える。 

第３条第１項中「活動は除く」の次に「。以下「助成事業」という」を加え、同条第２項中「助

成対象団体が企画した生きがいづくり活動等」を「助成事業」に、「１９人」を「１４人」に改め

る。 

第４条第１項中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第８条中「団体は、」の次に「民間の」を加える。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


